
新型コロナウイルス感染症対策に
関する支援制度一覧（第２次分）

保存版

西会津町新型コロナウイルス感染症対策本部
（第２版 令和２年７月２８日現在）

○ この資料は、令和2年7月28日に予算が決定した町の新型コロナ
ウイルス感染症対策（第2次）の一覧です。

○ 支援制度は大きく『感染拡大の防止』『雇用の維持と事業の継
続』『経済活動の回復』『強靭な経済構造の構築』の４つの分野
に分かれています。

○ 支援金等を受け取るために申請が必要な施策には
の記載があります。

○ ５月に配布した【保存版】『新型コロナウイルス感染対策に関
する支援制度一覧（第1版）』も併せてご覧ください。

○ 国や県の支援制度については随時追加・拡充等されています。
申請を検討されている方は、それぞれのホームページ等の情報

もご確認ください。
（福島県）新型コロナウイルス感染症関連情報ポータル

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/ 
（厚生労働省）新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/index.html
（内閣官房）新型コロナウイルス感染症対策

https://corona.go.jp/

要申請



対象 事業名 事業の内容 問合せ先

町
民
生
活
全
般

避難所における感染症対
策強化事業・避難所運営
支援事業

緊急時避難所での感染予防物品や備
品の整備、備蓄用倉庫の改修等を行
います。

町民税務課 ☎45-2215

町民バス車両
飛沫防止シート取付

町民バス全車両に飛沫防止シートを
設置します。

町民税務課 ☎45-2215

自動検温カメラ購入事業
自動検温カメラを導入し、様々なイ
ベント等に安心して参加できる体制
を整えます。

福祉介護課 ☎45-2214
商工観光課 ☎45-2213

サロン支援事業
非接触型の体温計を各サロンに貸与
します。

福祉介護課 ☎45-2214

介護センター
感染予防対策

介護センターにおける各種サービス
提供の際に必要な感染予防物品を購
入します。

福祉介護課 ☎45-2214

感染予防物品の購入
今後の感染拡大に備えマスク等を備
蓄します。

健康増進課 ☎45-4532

西会津診療所における感
染防止対策・検査機器整
備事業

待合室の密集回避や感染拡大防止の
ための備品・検査機器の整備、入口
での受付員の配置など行います。

健康増進課 ☎45-4532

小中学校感染症拡大防止
対策事業・学校保健特別
事業補助金

小中学校の感染予防のための衛生用
品や備品等の整備、校舎内消毒業務
委託等を行います。

学校教育課 ☎45-2216

喜多方地方発熱外来
診療所への負担金

6月15日に開設した「喜多方地方発熱
外来診療所」の運営費等への負担金。

健康増進課 ☎45-4532

さゆり公園ふれあい広場
への給水栓設置

ふれあい広場へ伸縮式不凍給水栓を
設置します。

商工観光課 ☎45-2213

感染拡大の防止 ～地域の命を守る～感染拡大の防止 ～地域の命を守る～

雇用の維持と事業の継続 ～暮らしを支え、守り切る～雇用の維持と事業の継続 ～暮らしを支え、守り切る～

対象 事業名 事業の内容 問合せ先

新
生
児

(

そ
の
保
護
者)

特別出産祝金

特別定額給付金の対象外である令和
2年4月28日～令和3年3月31日までに
生まれた新生児に対し、1人あたり
10万円を支給します。

子育て支援センター
☎45-4332

大
学
生
等

(

そ
の
保
護
者)

「ふるさと西会津」
頑張る学生応援事業

町出身の大学生等(大学、大学院、
短大、専修学校専門課程、高等専門
学校4年以上、予備校)に対し、1人
あたり10万円を支給します。(保護者
が町内在住であることが支給条件となり
ます)

企画情報課 ☎45-4536

交
通事

業
者

交通事業者支援金
交付事業

コロナ禍の影響により業績が悪化し
ている町内交通事業者を支援します。

町民税務課 ☎45-2215

要申請



対象 事業名 事業の内容 問合せ先

授
産
場

西会津授産場利用者
就労継続支援事業

コロナ禍の影響による受注量の減少
に伴い利用者の工賃も減少している
ことから、就労意欲の維持に向け事
業所に対して支援を行います。

福祉介護課 ☎45-2214

失
業
者
等

緊急雇用対策事業

コロナ禍の影響で失業した方等を町
の会計年度任用職員(臨時職員)とし
て採用します。(募集内容等はお問い合
わせください)

総務課 ☎45-2211

企
業
等

雇用創出支援補助金

コロナ禍の影響で失業した方等を雇
用した企業等に補助金を交付します。
・正規雇用(6ヵ月以上)の場合

1人あたり100万円
・パート雇用(3ヵ月以上)の場合

1人あたり20万円

商工観光課 ☎45-2213

公
共
施
設
の

指
定
管
理
者

公共施設指定管理者
事業継続支援金

コロナ禍の影響で業績が著しく悪化
している公共施設の指定管理者を支
援します。

商工観光課 ☎45-2213

要申請

対象 事業名 事業の内容 問合せ先

農
業
者

(

ソ
バ
農
家)

西会津町農林業
振興事業補助金

(ソバの生産販売農家
支援事業)

コロナ禍の影響によりソバの出荷契
約額の大幅な下落が見込まれること
から、ソバ生産・販売農家を対象に、
作付面積10㌃あたり5,000円を支援
します。

農林振興課 ☎45-4531

担
い
手
農
家
・

一
般
農
業
者

西会津町農林業
振興事業補助金

(公募型スマート農業等
導入支援事業)

スマート農業等の導入による省力
化・省人化など生産性の向上、農業
経営の安定化に取組む農業者を支援
します。

農林振興課 ☎45-4531

菌
床
き
の
こ

生
産
法
人
等

西会津町農林業
振興事業補助金

(きのこの里づくり事業)

食料生産基盤の維持及び農福連携の
取組みの促進に向け、菌床きのこ関
連機械設備の導入を支援します。

農林振興課 ☎45-4531

農
業
全
般

有害鳥獣駆除事業
食料生産基盤の維持に向け、有害鳥
獣捕獲体制を強化します。(くくりワ
ナ、箱ワナ等の増強等)

農林振興課 ☎45-4531

－
町シティプロモーション

活動事業

ふるさと納税の取組み強化の一環と
して、ラッピングバス等を活用した
首都圏等へのPRを行います。

町民税務課 ☎45-2215

－
観光案内看板及び

観光パンフレット
多言語化事業

観光誘客を強化するため、多言語化
対応の観光案内看板の設置、観光パ
ンフレットの製作を行います。

商工観光課 ☎45-2213

経済活動の回復 ～地域経済を立て直す～経済活動の回復 ～地域経済を立て直す～

要申請

要申請



強靭な経済構造の構築 ～感染症に強い地域経済を～強靭な経済構造の構築 ～感染症に強い地域経済を～
対象 事業名 事業の内容 問合せ先

小
中
学
生

ICT教育環境整備
加速化事業

全ての小中学生にタブレット端末を
配備するなどICT教育環境を加速さ
せ「新たな学びの形態」を進めます。

学校教育課 ☎45-2216

町
民

社会教育の
オンライン化事業

ICTを活用した生涯学習環境整備を
進めます。

生涯学習課 ☎45-3244

起
業
家
・

移
住
者
等

テレワーカー向け
サービス環境整備事業

テレワークなど多様な働き方の拡大
に対応するための環境を整備します。

商工観光課 ☎45-2213

－ 庁内デジタル化推進事業
庁舎内のオンライン環境を整備し、
地域のデジタル化を行政がリードで
きる体制を整えます。

総務課 ☎45-2211
企画情報課 ☎45-4536

その他、従来から継続中の支援策（国・県の支援策含む）その他、従来から継続中の支援策（国・県の支援策含む）

対象 事業名 事業の内容 問合せ先

一
定
程
度
収
入
が

減
少
し
た
方

各種税金、社会保険料、
公共料金、使用料等の支
払い猶予・減免等

コロナ禍の影響により、一定程度の
収入が減少した方々について、左記
について一部減免や支払い猶予が認
められる場合があります。
(対象要件等についてはお問い合わせくだ
さい)

○町税・国保・後期高齢
者医療・介護保険・国
民年金・町営/定住促進
住宅・上下水道
⇒役場各担当窓口

○その他各種公共料金等
⇒各契約事業者

各種資金の貸付
生活資金にお悩みの方への貸付があ
ります。(緊急小口資金、総合支援資金)

町社会福祉協議会
☎45-4259

事
業
者

持続化給付金
令和2年1月～12月までの間で、昨年
同月比50％以上売上げが減少した月
がある事業者を支援します。

町商工会 ☎45-3235

雇用調整助成金
労働者の雇用維持のため事業者が労
働者に支払った休業手当等の一部を
助成します。

町商工会 ☎45-3235

福島県新型コロナ
ウイルス感染症拡大

防止協力金・支援金

県の要請に応じて休業または営業自
粛(食事提供施設)に協力いただいた
事業者に対して協力金を給付します。

町商工会 ☎45-3235

西会津町新型コロナ
ウイルス感染症

拡大防止協力金

感染症拡大防止のため休業や時間短
縮営業等に協力いただいた事業者に
対して協力金を給付します。(国や県
の給付金・協力金への上乗せを含む。詳
しくはお問い合わせ下さい)

町商工会 ☎45-3235
商工観光課 ☎45-2213

中小企業融資制度
資金利子補給補助金

国や県の制度資金を活用した事業者
への利子補給(全額)を行います。

町商工会 ☎45-3235
商工観光課 ☎45-2213

オンラインショップ
開設への支援

町内事業者がオンラインショップを
開設した費用のうち、自己負担額の
１/２(上限２５万円)を支援します。

商工観光課 ☎45-2213

※下記支援策は全て です。まずはお問い合わせください。要申請


